
-

J

l

　

こ

.

I

 

･

･

･

.

)

一

･

.

t
J
r
 
ド

l..: ''...I,.. '''

LlJ

議
案
第
四
十
九
号

専
決
処
分
に
　
つ
　
い
　
て

地
溝
自
治
法
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
舞
百
七
十
九
条
鶴
1
項
の
規
定
に
ょ
少
､
別
席
の

と
お
り
専
決
処
分
を
し
た
の
で
､
同
法
同
条
撃
二
項
の
規
定
に
ょ
わ
'
こ
れ
倉
本
議
会
に
報
告
し
.
t
J
東
諺

を
求
め
る
｡

昭
和
五
十
六
年
四
月
二
十
五
日

三

　

朝

　

町

　

長

嘩

　

　

　

村

議

　

　

　

成

昭
和
五
讐
八
年
買
廿
菖
李
罷三

朝
町
議
会
頭
長
牧
田
頑
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専

決

第

　

一

　

号

専

　

決

　

処

　

分

　

書

地
方
良
治
蔭
(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
)
　
観
官
七
十
九
尭
第
1
項
の
規
定
に
ょ
ゎ
､
三
静
町
税

条
例
の
1
部
を
改
正
す
る
こ
と
に
つ
S
で
､
次
の
と
お
争
専
決
処
争
軒
す
9
.

T

昭
和
五
十
六
年
三
月
三
十
一
日

三
　
朝
　
町
-
長

松

　

　

　

村

蕎

　

　

　

成
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三
朝
町
朱
倒
艶
十
也
　
考

三
朝
町
研
薙
例
の
一
瓢
を
改
正
す
る
条
例

三
朝
町
税
朱
倒
　
(
昭
和
四
十
五
年
三
朝
町
条
例
串
十
八
号
)
　
の
1
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
｡

璽

二

･

四

条

第

二

窮

甲

｢

十

七

万

六

千

月

｣

を

｢

十

八

万

由

千

円

｣

に

改

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

　

1

～

第
三
十
二
米
華
二
項
中
｢
絡
げ
る
短
｣
を
｢
定
め
る
額
｣
忙
改
め
､
岡
項
の
黄
の
第
1
号
中
｢
色
事
の
金

･
範
又
は
出
賢
金
.
鶴
(
採
由
来
法
(
昭
和
十
潤
年
法
律
窮
四
十
1
号
)
匠
規
定
す
鳩
相
互
会
社
に
あ
っ
て
蛙
､

千

金
策
拘
十
八
共
の
二
に
碇
め
る
と
､
i
J
ろ
に
ょ
歩
算
定
し
た
純
資
産
額
｡
次
号
か
ら
篇
悔
号
ま
で
に
お
い
､
電
同

じ
.
)
　
が
五
十
億
円
奇
勝
え
る
法
人
　
(
法
人
税
法
　
(
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
)
　
｣
を
｢
資
本
等
の
金

額
(
儲
本
の
金
環
又
舷
出
資
金
街
と
法
人
顧
法
(
昭
和
四
十
年
法
律
警
l
+
凶
号
)
撃
姦
儒
十
七
号
に
境

▲

ヽ

定
す
る
蔓
本
棟
立
金
額
産
の
合
計
額
(
保
険
業
法
(
噂
和
十
四
年
法
得
第
四
十
1
号
)
に
鑑
定
す
私
相
互
会

I

社
に
あ
つ
て
は
､
令
宗
野
十
五
条
の
二
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
ょ
り
算
定
⊥
た
純
資
産
構
)
を
S
海
.
改
号
か

･

1

ら
第
四
号
ま
で
に
知
的
で
同
じ
.
)
　
が
五
十
億
円
を
建
.
え
る
法
人
　
(
保
険
業
法
に
規
定
す
る
相
室
食
社
以
外

の
法
人
で
資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
を
宿
し
夜
い
も
の
及
び
法
人
税
法
｣
に
改
め
､
同
額
の
表
の
第
二
号
)

か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
｢
資
本
の
金
額
又
は
出
資
金
額
｣
を
｢
資
本
等
の
金
額
｣
に
改
め
る
｡
　
･

恥

　

　

　

　

竹
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I
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態

第
三
十
四
桑
の
大
中

第
五
十
四
条
第
五
項

第
八
十

'7
分
の
十
四
､
五
｣
を
｢
百
分
の
十
四
､
七
｣
　
に
改
め
る
｡

∵
L
カ

保
留
地
に
係
る
第
1
嘩
｣
を
｢
保
留
地
に
係
る
同
項
｣
に
鞍
め
る
.

捨

自
動
.
華

条
霧
山
摺
ノ
中
-
｢
縛
繕
義
務
が
発
生
し
た
者
は
､
そ
■
の
発
生
し
た
｣
患
｢
納
税
轟
務

節

所
有
者
又
は
轡
用
者
(
以
下
本
節
に
お
S
て
｢
艶
自
動
車
等
の
所
有
者
等
｣
と
い
う
｡
)
　
は
､

B

L

東
官
劫
軍
等
の
所
有
者
等
と
売
っ
た
｣
　
に
改
め
､
同
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
.

三
ノ
　
軽
自
動
鼓
等
の
所
有
者
等
と
を
O
j
P
i
た
日

第
八
十
七
条
翫
二
項
中
　
｢
鮎
.
自
動
単
税
の
鮮
税
義
務
が
消
蘇
し
た
者
は
､
そ
の
消
験
し
た
｣
を
t
r
敏
自
動

単
等
の
所
有
者
等
で
惹
く
希
っ
た
者
は
､
蟹
自
轡
革
等
の
顔
有
老
等
で
夜
-
怒
っ
た
｣
に
軟
め
▲
 
4
同
条
第
三

項
中
　
｢
当
該
愛
更
が
あ
っ
た
事
項
の
う
ち
に
当
該
軽
自
動
車
等
に
係
る
華
自
動
車
税
の
舶
載
義
務
の
消
液
の

基
因
と
怒
る
べ
き
事
項
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
当
款
事
項
｣
を
｢
前
項
の
規
定
に
ょ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ

∫

き
場
合
｣
に
改
め
､
同
項
第
二
号
中
｢
所
有
者
｣
を
　
｢
単
自
動
車
等
の
所
有
者
等
｣
　
に
改
め
､
同
項
中
第
三

I
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定

7

◆
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-

顧
速

号
を
削
わ
､
第
四
号
を
撃
二
号
と
し
､
第
五
号
か
ら
寮
八
号
ま
で
を
f
号
ず
つ
練
り
上
げ
る
｡

ガ

第
八
十
八
乗
算
一
項
中
｢
軽
自
動
車
税
の
納
税
寓
務
者
｣
を
｢
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
｣
に
改
め
る
｡

第
九
十
丁
餐
韓
L
項
中
｢
軽
自
動
車
税
の
納
税
撃
務
が
発
生
し
た
｣
を
｢
戟
自
動
車
等
の
所
有
者
等
と
患

1

っ
た
｣
に
改
め
､
同
条
第
六
項
中
｢
牽
自
敷
革
税
の
納
税
義
務
が
消
滅
し
た
｣
を
｢
廃
自
動
車
等
の
所
有
者

＼

等

で

な

-

浸

っ

た

｣

に

改

め

る

｡

　

　

　

　

　

　

i

群
青
三
十
1
粂
第
四
現
中
｢
日
以
後
に
｣
を
｢
白
以
後
に
お
い
て
は
､
｣
　
に
､
｢
取
得
が
あ
っ
た
と
き
は
､

当
落
従
前
の
土
地
の
取
得
｣
を
｢
取
得
又
些
所
有
｣
に
､
｢
取
棒
と
｣
を
｢
板
碑
又
は
所
有
と
｣
に
､
,
 
■
｢
取

得
者
を
｣
を
｢
取
碍
音
叉
は
所
有
者
を
｣
に
改
め
る
｡

-
欝
百
三
十
七
条
等
二
号
中
｢
百
分
の
±
｣
を
｢
百
分
の
週
｣
に
改
め
る
｡

舞
育
三
十
九
条
第
二
嚢
中
　
｢
次
発
｣
を
　
｢
第
百
蜘
十
条
｣
に
改
め
る
｡

附
則
寮
四
条
の
二
を
削
る
.

附
則
簾
五
条
の
二
の
次
咋
次
の
　
l
条
を
加
え
る
｡

(

個

人

の

町

民

輔

の

所

得

割

の

非

課

税

の

鮒

韓

等

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

し

東
五
条
の
三
　
昭
和
五
十
六
年
度
分
町
個
人
の
町
民
税
に
振
り
､
所
得
割
を
諌
す
べ
き
者
の
う
ち
､
そ
の
者



▼

1

叶

:′一-㍉∴
rlL の

前
年
の
所
碑
に
つ
S
て
欝
三
十
三
条
の
穎
定
に
ょ
ゎ
算
定
し
た
総
所
得
金
額
､
週
報
所
得
金
額
及
び
山

′

林
所
碍
金
額
の
合
計
蹄
が
､
二
十
七
万
円
に
そ
打
者
の
控
除
対
寮
配
偶
者
及
び
扶
蕃
親
族
の
数
に
1
を
加

え
た
掛
を
乗
じ
て
樺
太
金
額
以
下
で
あ
る
渚
に
対
し
て
は
､
第
二
十
三
条
第
1
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
､

所
樺
割
　
(
分
離
課
群
に
係
る
所
得
割
を
軒
く
,
0
)
　
を
諌
さ
を
い
｡

ヽ

T

l

r
q
　
由
和
五
十
六
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
に
腫
-
､
法
附
則
範
三
栄
の
三
第
四
轟
に
頼
定
す
る
と
こ
ろ
に

ょ
少
控
除
す
べ
き
蹄
を
､
審
三
十
的
義
9
三
及
び
簸
三
十
四
発
の
四
の
規
定
を
嫡
用
し
た
場
合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
｡

附
則
第
十
六
条
中
｢
昭
和
五
十
五
年
度
｣
を
｢
姫
和
五
十
七
年
産
｣
に
改
め
る
.

附
則
駐
十
六
条
の
二
第
l
夢
中
,
｢
及
び
第
三
十
西
藤
の
七
並
び
に
｣
を
｢
､
第
三
十
四
条
の
七
t
　
附
則
第

五
条
の
三
及
び
｣
　
に
改
め
る
.

附
則
第
十
六
条
の
三
第
三
軍
に
次
の
　
1
号
を
加
え
る
〇

四
　
附
則
箪
五
条
の
三
の
輩
定
の
滴
侍
に
つ
い
て
は
､
同
条
第
1
項
中
｢
山
林
所
得
金
額
｣
　
と
あ
る
の
壮

｢
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
寮
十
六
条
の
三
軍
1
項
に
規
定
す
る
土
地
隼
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金

＼

i

無
し
と
､
同
条
第
二
項
中
｢
所
碍
割
の
額
｣
と
あ
る
の
は
　
｢
所
得
別
の
額
及
び
附
則
第
十
六
条
の
｣
三
第

チ

.
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t

l

｡

1
項
の
規
定
に
ょ
る
町
民
税
の
所
棉
割
の
観
｣
と
す
る
.

附
則
第
十
七
乗
第
t
韻
中
｢
当
該
各
号
に
据
げ
る
金
額
｣
を
｢
当
該
各
号
に
定
め
る
金
紋
｣
に
改
め
､
同

塵
第
三
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
｡

四
　
附
側
第
五
条
の
三
の
裁
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
､
同
条
第
1
項
中
｢
山
林
所
樽
^
&
額
｣
と
あ
る
の
は
し

ヽ

｢
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
爵
十
七
条
第
1
項
に
規
定
す
逐
長
期
誹
渡
所
得
の
金
犠
｣
と
､
拘
条
撃
!

項
中
｢
所
得
割
の
亀
｣
と
あ
る
の
は
｢
所
祷
割
の
額
及
び
附
則
第
十
七
粂
寮
一
項
の
規
定
に
ょ
る
町
民

税
の
･
所
祷
割
の
.
額
｣
　
と
す
る
｡

■

附

′

　

則

J

J
､

(
施
行
期
日
)

(

第
1
粂
　
こ
の
条
例
は
､
昭
和
五
十
i
ハ
年
四
.
月
l
日
か
ら
施
行
す
る
｡
た
だ
し
､
三
朝
町
税
条
例
第
三
十
四

条
の
六
の
改
正
額
定
並
び
に
附
則
簸
二
条
第
四
項
及
び
第
五
現
の
規
定
は
昭
和
五
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
'

第
首
三
十
七
条
第
二
号
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
四
条
窮
二
項
の
規
定
は
昭
和
五
十
六
年
七
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
｡
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(
町
民
税
に
軒
す
る
経
過
錯
覚
)

撃
姦
　
改
正
復
讐
二
部
町
群
条
例
(
以
下
｢
新
条
例
｣
と
S
う
.
)
の
規
定
中
個
人
の
町
廃
税
に
関
す
る

部
分
は
､
昭
和
五
十
六
年
度
分
の
個
人
の
町
民
税
か
ら
適
用
し
､
昭
和
五
十
五
年
岸
舟
ま
で
の
個
人
の
町

民
税
に
つ
S
て
は
､
な
お
従
前
の
例
に
ょ
る
｡

･
ヱ
　
新
条
例
第
三
十
i
免
第
二
項
の
規
定
は
､
昭
和
五
十
六
年
四
月
1
日
(
以
下
｢
施
行
日
｣
と
S
か
.
)
i

以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
鹿
又
は
同
条
第
三
項
の
期
間
に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
､
施
行

日
前
に
終
了
し
た
専
業
率
夢
又
壮
同
項
の
期
間
に
係
る
法
人
の
町
民
税
に
つ
S
で
は
､
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
｡

.
Y
)
　
前
項
の
瀕
定
に
か
か
わ
ら
ず
､
法
人
の
鱒
行
目
以
後
に
終
了
す
る
専
業
年
鑑
に
承
る
新
条
例
爵
四
十
八

乗
第
!
項
の
申
告
書
(
経
人
税
法
(
昭
和
四
十
年
法
華
撃
二
十
四
号
)
夢
七
十
1
条
第
1
項
(
同
法
第
七
㌦

十
二
乗
算
1
項
の
轡
~
寮
が
適
用
さ
れ
る
場
合
及
び
こ
れ
ら
の
欝
定
を
同
法
第
百
四
十
五
条
第
1
項
に
お
h

l

}

て
盤
用
す
る
場
合
を
含
む
｡
欝
五
項
に
お
S
で
同
じ
.
)
　
の
欝
定
把
よ
り
法
人
税
に
係
る
申
告
書
を
操
出

す
る
轟
務
が
あ
t
r
{
逼
人
が
､
新
条
例
第
四
十
八
乗
麓
1
額
の
規
定
把
よ
り
当
該
申
告
書
の
寮
出
顛
廃
軒
で

把
樟
出
す
べ
き
申
告
書
に
限
る
O
)
　
の
摸
出
期
限
が
勝
行
目
前
で
あ
る
場
合
に
は
F
　
そ
の
法
人
の
当
款
申

:

'

･

l

.
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B

尊
書
に
係
る
町
民
税
の
均
等
割
と
⊥
て
納
付
し
た
､
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
町
民
税
の
均
串
割
に
つ

1

S
で
は
'
を
お
従
前
の
例
に
ょ
る
0

年
　
新
条
例
第
三
十
四
条
の
六
の
規
定
は
､
昭
和
五
十
六
年
八
月
一
日
以
後
に
終
了
す
る
草
棄
年
度
分
の
法

♪
/

人
の
町
民
税
及
び
同
日
以
後
の
無
敵
又
怯
合
併
に
よ
1
.
る
情
勢
所
碑
に
対
す
る
法
人
税
鱗
に
係
る
故
人
の
町

民
税
(
清
算
所
樺
に
対
す
る
法
人
税
を
課
さ
れ
る
法
人
の
廃
寮
中
の
草
案
年
度
に
係
る
法
人
横
額
及
び
戎

余
財
産
の
1
部
分
配
に
よ
り
納
付
す
べ
き
法
人
税
額
に
係
る
法
人
の
町
民
税
を
含
む
｡
以
下
こ
の
項
に
.
お

I

S
て
同
じ
0
)
に
つ
S
て
適
用
し
､
同
d
l
前
に
終
了
し
た
草
葉
年
度
分
の
法
人
の
町
民
税
及
び
向
日
前
の

宣
散
又
賢
併
㌢
計
算
所
得
に
対
す
る
法
J
人
税
額
に
係
る
新
人
の
町
戊
税
竺
等
は
､
-
従
前

の
例
に
ょ
る
｡

＼

∫
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
1
　
昭
和
五
十
六
年
八
月
丁
目
以
後
に
終
了
す
る
事
業
年
箆
に
係
息
･
新
条
例

第
四
十
<
条
第
f
項
の
申
告
葺
(
法
人
税
岳
第
七
十
1
条
第
1
項
の
規
定
把
よ
り
法
人
税
に
係
る
申
草
書

を
静
出
す
る
轟
務
が
あ
る
法
人
が
､
新
条
例
第
四
十
八
乗
第
1
項
の
規
定
に
ょ
ゎ
当
該
申
告
書
の
提
出
期

蝉
ま
で
に
操
出
す
べ
き
申
告
書
で
'
地
方
耕
法
　
(
昭
和
二
十
五
年
法
律
案
二
宮
二
十
六
号
)
　
第
三
貫
二
十

一
条
の
十
三
第
t
+
項
の
-
頼
定
の
適
用
を
受
け
る
琴
人
が
産
出
す
る
も
の
以
外
の
も
の
に
限
る
｡
)
　
の
提
出



!

･
期
限
が
同
日
前
で
参
る
場
合
に
竺
そ
の
法
人
の
当
該
申
告
書
に
係
る
吋
民
税
の
法
人
税
割
と
し
て
納
付
.

し
た
へ
又
は
納
付
す
べ
き
で
あ
っ
た
町
民
税
の
法
人
鞘
割
に
つ
い
て
は
､
竜
お
従
前
の
例
に
よ
る
.

I

(
容
自
動
革
税
に
頗
す
る
経
過
措
鹿
)

第
三
条
F
新
条
例
の
耕
定
中
華
自
動
車
餅
に
醒
す
る
部
分
は
､
昭
和
五
十
六
年
爵
分
の
蓉
自
動
車
税
か
ら
適

用
し
､
昭
和
五
十
五
年
度
分
ま
で
の
轟
自
動
車
税
に
つ
S
て
は
､
.
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
｡

(
特
別
土
地
保
有
税
の
経
過
廃
藩
)

第
四
条
　
新
条
例
第
百
三
十
T
条
第
四
項
の
背
走
は
､
昭
和
五
十
大
年
慶
分
の
土
地
に
対
し
て
諌
す
る
藤
別
:

㌔

土
地
保
有
税
か
ら
適
用
し
､
昭
和
五
十
五
熱
度
舟
ま
で
.
 
6
)
土
地
に
対
し
て
課
す
る
特
別
土
地
保
庸
税
に
つ

･

S

て

は

､

奇

お

従

前

の

例

に

よ

る

.

T
l
　
新
条
例
第
百
三
十
七
条
撃
盲
の
所
定
は
､
昭
和
五
十
｣
ハ
年
七
月
一
日
以
後
に
さ
れ
る
土
地
の
取
嶺
妊

係
る
土
地
の
麻
得
に
対
し
て
課
す
る
衛
別
土
地
保
有
群
把
つ
1
.
て
適
用
し
､
同
日
前
に
さ
れ
た
土
地
の
取

得
､
に
係
る
土
地
の
取
得
に
対
し
て
諌
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
S
て
竺
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
.
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